
JP 5878446 B2 2016.3.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目標とする対象に水を噴射するためのノズルヘッダであって、
　加圧水を供給するヘッダと、
前記ヘッダから前記加圧水を提供され、該加圧水を噴射する複数のスプレーノズルと、
前記スプレーノズルの少なくとも２つに接して取り付けられた除熱構造体と、を備え、
　前記スプレーノズルは、前記加圧水の噴射の開始と停止とを切りかえる開閉弁を内蔵し
、
　前記除熱構造体は、該除熱構造体自体および前記スプレーノズルを冷却する冷却媒体を
通す冷媒流路を備える、
ノズルヘッダ。
【請求項２】
　さらに、前記除熱構造体は、前記スプレーノズルおよび前記冷却流路を覆う耐熱カバー
を備える請求項１に記載のノズルヘッダ。
【請求項３】
　前記除熱構造体は、前記開閉弁を作動させる作動流体を通す作動流体流路を内蔵する請
求項１又は２に記載のノズルヘッダ。
【請求項４】
　熱間圧延ラインに配置される鋼板の冷却装置であって、
前記鋼板のパスラインの上方に配置され前記パスラインに向けて加圧水を噴射する請求項
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１～３のいずれか記載のノズルヘッダ、及び／又は、前記鋼板のパスラインの下方に配置
され前記パスラインに向けて加圧水を噴射する請求項１～３のいずれかに記載のノズルヘ
ッダを備える冷却装置。
【請求項５】
　熱間仕上圧延機と、
前記熱間仕上圧延機の下工程側に配置される請求項４に記載の冷却装置と、を備える熱延
鋼板の製造装置。
【請求項６】
　前記冷却装置の上工程側端部が前記熱間仕上圧延機のハウジングの内側に配置されてい
る請求項５に記載の熱延鋼板の製造装置。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の熱延鋼板の製造装置で熱延鋼板を製造する方法であって、
　前記冷却装置を使用しないとき、又は複数の前記スプレーノズルのうち少なくとも一部
を使用しないときには、前記加圧水を噴射しない前記スプレーノズルの前記除熱構造体の
前記冷媒流路に冷媒を流す、熱延鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目的物に水を噴射するノズルヘッダ、該ノズルヘッダを備える冷却装置、熱
延鋼板の製造装置、およびノズルヘッダを用いた熱延鋼板の製造方法に関し、特に、目的
物である熱延鋼板等の高温の物体に近接して水を噴射するのに適するものである。
  ここで「ノズルヘッダ」は、加圧水を供給するヘッダと、ヘッダに接続されて供給され
た加圧水を噴射するスプレーノズルと、を備える構造体を意味する。
【背景技術】
【０００２】
　鋼材の機械特性を向上させるため鋼の結晶粒を極細粒化させる技術として、熱延鋼板の
製造時に、仕上圧延の際に高圧下率で圧延し、仕上圧延直後の鋼板を急冷する方法が提案
されている。これに関連し、たとえば特許文献１に開示される冷却装置のように、高い冷
却速度と均一な冷却（冷却均一性）を両立させる技術開発が進められている（以下、仕上
圧延直後に急冷することを「直後急冷（する）」、そのための冷却装置を「（圧延）直後
急冷装置」と称することがある。）。
【０００３】
　ここで、実際の熱延鋼板製造ラインでは、上述の極細粒鋼板のみを製造するわけではな
く、一般的な熱延鋼板（通常材）も同じラインで製造される場合が多く、前述した圧延直
後急冷装置を常時使用するわけではない。そこで、圧延直後急冷装置には、噴射の入り切
り（ＯＮ／ＯＦＦ）を切り替える開閉機構が備えられる。
【０００４】
　たとえば鋼板の製造スケジュールの事情で長時間にわたり連続して通常材を製造する場
合、圧延直後急冷装置を長い期間使用しないことがある。このときには、ガイド板を通し
て高温の鋼板（８００℃～９００℃）からの輻射熱により、スプレーノズルに熱歪みに起
因する変形が生じて、経時的に均一に冷却できないことが懸念される。このような熱歪み
を避けるために、圧延直後急冷装置を使用しない場合、または圧延直後急冷装置の一部を
使用しないで製造する熱延鋼板が続く場合には、先行する鋼板の圧延が終了し後行の鋼板
の圧延が始まるまでの１５秒～２０秒程度の間、スプレーノズルから水を噴射してスプレ
ーノズル内部の冷却を行うことが考えられる。
  しかしながら、この場合でも、圧延時には加圧水を噴射することはできず、高温の鋼板
（８００℃～９００℃）から多量の輻射熱を受けるので、冷却と加熱との繰返しで、スプ
レーノズルの変形が抑制できない虞がある。
【０００５】
　また、このようにスプレーノズルの使用、不使用を切り替える場合、スプレーノズルに
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加圧水を供給する給水管に開閉弁を設けることがある。
  しかしながら、このような開閉弁により冷却水の噴射開始／停止を制御した場合、特に
鋼板の上面側のヘッダにおいて、冷却水の噴射停止時に開閉弁からスプレーノズルまでの
間の配管に溜まっている冷却水が重力によりスプレーノズルから流出してしまう。すると
、次に開閉弁を開いて冷却水の噴射を開始した時に、流出した部位に冷却水が充満するま
でスプレーノズルから冷却水が噴射が開始されない。これは、冷却水の噴射指令から実際
の噴射開始までの時間差が大きくなるという不具合になる。このような時間差は、冷却の
遅れやばらつきとなって鋼板の性能のばらつきの原因となり得る。
  かかる観点から、開閉弁は個々のスプレーノズルに具備されることが好ましい。これに
よれば、上記のような時間差を解消することができる。その際には例えば特許文献２、３
に記載のような開閉弁を用いることができる。
  ところが、上記のようにスプレーノズルにはガイド板を通して高温の鋼板（８００℃～
９００℃）からの輻射熱が照射される。従ってスプレーノズルに開閉弁を用いた場合には
該開閉弁を構成する各部材を輻射熱から保護する必要があった。特に開閉弁には例えばシ
ール材のように熱に比較的弱い部材も具備されており、熱の影響は経時的な問題に留まら
ず短期間に起こり得る問題となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－０３５２３３号公報
【特許文献２】特開昭６０－１３３９１３号公報
【特許文献３】特開昭５９－０７６６１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで本発明は、高温の目的物に加圧水を噴射するノズルヘッダにおいて、該高温の目
的物からの輻射熱に起因して生じる、スプレーノズルに具備される部材の熱による変形や
損傷を抑制することができるノズルヘッダを提供することを課題とする。またこのような
ノズルヘッダを備える冷却装置、熱延鋼板の製造装置、およびノズルヘッダを用いた熱延
鋼板の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、本発明について説明する。
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、目標とする対象に水を噴射するためのノズルヘッダであって
、加圧水を供給するヘッダと、ヘッダから加圧水を提供され、該加圧水を噴射する複数の
スプレーノズルと、スプレーノズルの少なくとも１つに接して取り付けられた除熱構造体
と、を備え、スプレーノズルは、加圧水の噴射の開始と停止とを切りかえる開閉弁を内蔵
し、除熱構造体は、該除熱構造体自体およびスプレーノズルを冷却する冷却媒体を通す冷
媒流路を備える、ノズルヘッダである。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のノズルヘッダにおいて、さらに、除熱構造
体は、スプレーノズルおよび冷却流路を覆う耐熱カバーを備える。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載のノズルヘッダにおいて、除熱構造体
は、開閉弁を作動させる作動流体を通す作動流体流路を内蔵する。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、熱間圧延ラインに配置される鋼板の冷却装置であって、鋼板
のパスラインの上方に配置されパスラインに向けて加圧水を噴射する請求項１～３のいず
れか記載のノズルヘッダ、及び／又は、鋼板のパスラインの下方に配置されパスラインに
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向けて加圧水を噴射する請求項１～３のいずれかに記載のノズルヘッダを備える冷却装置
である。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、熱間仕上圧延機と、熱間仕上圧延機の下工程側に配置される
請求項４に記載の冷却装置と、を備える熱延鋼板の製造装置である。
【００１５】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の熱延鋼板の製造装置において、冷却装置の
上工程側端部が熱間仕上圧延機のハウジングの内側に配置されている。
【００１６】
　請求項７に記載の発明は、請求項５又は６に記載の熱延鋼板の製造装置で熱延鋼板を製
造する方法であって、冷却装置を使用しないとき、又は複数のスプレーノズルのうち少な
くとも一部を使用しないときには、加圧水を噴射しないスプレーノズルの除熱構造体の冷
媒流路に冷媒を流す、熱延鋼板の製造方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、冷媒流路を備える除熱構造体がスプレーノズルに接して配置されてい
るので、冷媒によりスプレーノズルを効率よく冷却することができる。従って、スプレー
ノズルを構成する各部材を輻射熱から保護することが可能である。これにより、鋼板等の
目標とする対象からの輻射熱に起因して生じる、スプレーノズルの熱歪みによる変形が抑
制され、均一な加圧水の噴射が保たれる。
【００１８】
　また、スプレーノズルに開閉弁を具備する態様としたときには、加圧水の応答性が向上
し、噴射のタイミングの精度を高めることができる。そしてその際にもスプレーノズルが
加熱されることによる不具合が除熱構造体により解消される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】１つの実施形態を説明する図であり、熱延鋼板の製造装置１０の一部を概略的に
示した図である。
【図２】図１のうち冷却装置２０が備えられた部位を拡大して示し、冷却装置２０の構成
を説明するための図である。
【図３】図２にＩＩＩで示した方向から製造装置１０をみた模式図である。
【図４】図３のうちノズルヘッダ２１の部分に注目した図である。
【図５】図４のうち第二制御領域Ｂの部分を拡大した図である。
【図６】図６（ａ）は図５にＶＩａ－ＶＩａで示した線に沿った断面図であり、図６（ｂ
）は整流器７１の断面図である。
【図７】冷媒の流れを説明する図である。
【図８】作動流体の流れを説明する図である。
【図９】他の例のノズルヘッダ２１’を説明する断面図である。
【図１０】実施例１の条件を説明する図である。
【図１１】実施例２の結果を表す図である。
【図１２】実施例３の結果を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の上記した作用および利得は、次に説明する発明を実施するための形態から明ら
かにされる。以下本発明を図面に示す実施形態に基づき説明する。ただし本発明はこれら
実施形態に限定されるものではない。
【００２１】
　図１は、１つの実施形態を説明する図であり、熱延鋼板の製造装置１０の一部を概略的
に示した図である。図１では、鋼板１は紙面左（上工程側、上流側）から右（下工程側、
下流側）の方向へと搬送されており、紙面上下方向が鉛直方向である。当該上工程側（上
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流側）から下工程側（下流側）方向を通板方向と記載することがあり、これに直交する方
向で、通板される鋼板の板幅の方向を板幅方向と記載することがある。また、図において
見易さのため繰り返しとなる符号の記載は省略することがある。
【００２２】
　図１に示すように、熱延鋼板の製造装置１０は、熱間仕上圧延機列１１、搬送ロール１
２、水切りロール１３、および冷却装置２０を備えている。
  また図示及び説明は省略するが、熱間仕上圧延機列１１より上工程側には、加熱炉や粗
圧延機列等が配置され、熱間仕上圧延機列１１に入るための鋼板の条件を整えている。ま
た、熱間仕上圧延機列１１の入側には急冷開始温度を測定するための入側温度計が設置さ
れている。
  一方、水切りロール１３の下工程側には、水切りロール１３と鋼板１との隙間から僅か
に漏れ出る冷却装置から噴射された加圧水を切るための水切りスプレーが設置されている
。さらに水切りロール１３の出側には、急冷停止温度（急冷をしない場合は圧延仕上温度
）を測定するための出側温度計が設置されている。
【００２３】
　熱延鋼板は概ね次のように製造される。すなわち、加熱炉から抽出され、粗圧延機で所
定の厚さまで圧延された粗バーが、温度を制御されながら連続的に熱間仕上圧延機列１１
で所定の厚さまで圧延される。その後、鋼材の種類によっては冷却装置２０内で冷却され
る。ここに、冷却装置２０は、熱間仕上圧延機列１１の最終スタンド１１ｇにおいて、ワ
ークロール１１ｇｗを支持するハウジング１１ｇｈの内側に、当該ワークロール１１ｇｗ
に極力近接するようにして設置されている。これにより冷却装置２０は圧延直後急冷装置
として機能することができる。
  水切りロール１３を通過した鋼板は他の冷却装置により所定の巻き取り温度まで冷却さ
れ、巻き取り機によりコイル状に巻き取られる。
【００２４】
　以下、熱延鋼板の製造装置１０（以下単に「製造装置１０」と記載することがある。）
について詳しく説明する。図２は、図１のうち冷却装置２０が備えられた部位を拡大して
示し、冷却装置２０の構成を説明するための図である。図３は、図２にＩＩＩで示した方
向から製造装置１０をみた模式図である。従って図３では紙面上下が製造装置１０の鉛直
方向、紙面左右が板幅方向、及び紙面奥から手前方向が通板方向となる。
【００２５】
　本実施形態における熱間仕上圧延機列１１は、図１からわかるように７機のスタンド１
１ａ、…、１１ｆ、１１ｇが通板方向に沿って並列されている。ぞれぞれのスタンド１１
ａ、…、１１ｆ、１１ｇは、圧延機を備えており、最終製品の鋼板に必要とされる厚さ、
機械的性質、表面品質等の条件を満たすことができるように圧下率等の圧延条件が設定さ
れている。ここで、各スタンドの圧下率は製造される鋼板が有するべき性能を満たすよう
に設定されるが、高圧下圧延を行ってオーステナイト粒を微細化するとともに鋼板に圧延
歪を蓄積させ、圧延後に得られるフェライト粒の微細化を図る観点から最終スタンド１１
ｇにおいて圧下率が大きいことが好ましい。
【００２６】
　各スタンド１１ａ、…、１１ｆ、１１ｇの圧延機は、実際に鋼板を挟んで圧下する一対
のワークロール１１ａｗ、…、１１ｆｗ、１１ｇｗと、該ワークロールに外周同士を接す
るように配置された一対のバックアップロール１１ａｂ、…、１１ｆｂ、１１ｇｂとを有
している。また当該ワークロール、及びバックアップロールの回転軸は、該ワークロール
及びバックアップロールを内側に含むように設けられたハウジング１１ａｈ、…、１１ｆ
ｈ、１１ｇｈの対向して立設された立設部（最終スタンド１１ｇにおいては図３の立設部
１１ｇｒを参照。）間に配置されている。すなわち、ハウジングの立設部は、図３からわ
かるように、鋼板１の通板のライン（パスライン）を挟むように立設されている。
【００２７】
　ここで、後述するように冷却装置２０の上工程側端の一部は、最終スタンド１１ｇのワ
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ークロール１１ｇｗに近付けて配置され、ハウジング１１ｇｈの内側に挿入するように設
置することができる。これにより鋼板１を圧延後すぐに冷却することができるようになり
、冷却装置２０は圧延直後急冷装置として機能する。
【００２８】
　搬送ロール１２は、鋼板１のテーブルであるとともに該鋼板１を通板方向に搬送するロ
ールである。従って、搬送ロール１２は通板方向に沿って所定の間隔で複数並べられてい
る。
  水切りロール１３は、圧延時に鋼板１を挟みこむことにより冷却装置２０から噴射され
た加圧水が下工程側に流出することを防止するロールである。
【００２９】
　冷却装置２０は、熱間仕上圧延機列１１と水切りロール１３との間に配置され圧延直後
急冷装置としても機能できる冷却装置である。冷却装置２０は上面側のノズルヘッダ２１
、下面側のノズルヘッダ３１、上面側のガイド板４１、下面側のガイド板４２を備えてい
る。
【００３０】
　上面側のノズルヘッダ２１は、パスラインの上方に配置され、鋼板１の上面側に冷却水
を供給する手段であり、ヘッダ２２、スプレーノズル２３、および除熱構造体２５を具備
している。
【００３１】
　ヘッダ２２は、図２、図３からわかるように、板幅方向に延びる配管であり、このよう
なヘッダ２２が通板方向に複数並列されている。ヘッダ２２へは図３に表れているように
給水管２０ａから冷却水が供給され、各スプレーノズル２３に冷却水を供給する。
【００３２】
　スプレーノズル２３はヘッダ２２から分岐する複数のスプレーノズルであり、その噴射
口が鋼板１（パスライン）の上面側に向けられている。図４には図３のうちノズルヘッダ
２１の部分に注目した図を示した。図５には図４のうち第二制御領域Ｂの部分を拡大した
図を示した。さらに図６（ａ）には図５にＶＩａ－ＶＩａで示した線に沿った断面を表し
た。従って図６（ａ）にはスプレーノズル２３の断面、および後で詳しく説明する除熱構
造体２５の断面が表れている。
【００３３】
　スプレーノズル２３は、図３～図５からわかるように、ヘッダ２２の管長方向に沿って
、すなわち板幅方向に複数、櫛歯状に設けられている。スプレーノズル２３は、スプレー
ノズルクランプ板およびスプレーノズルクランプボルト（図示しない。）を用いてヘッダ
２２に取り外し可能に取り付けられている。
  本実施形態のスプレーノズル２３は、扇状の冷却水噴流（例えば、５～３０ｍｍ程度の
厚さ。）を形成可能なフラットタイプのスプレーノズルである。ただしこれに限定される
ことなく、スプレーノズル２３は、長円吹きスプレーノズル、またはフルコーンスプレー
ノズル等を用いることができる。これらによれば冷却の際に温度ムラが発生し難い。
【００３４】
　また、図６（ａ）からわかるようにスプレーノズル２３には、その内側にハッチングし
て表したように開閉弁２４が配置されている。本実施形態では開閉弁２４はスプレーノズ
ル２３の流路内に挿入され、開閉弁２４がスプレーノズル２３の流路内を移動することに
より流路の閉鎖及び開放を切り替えることができるように構成されている。具体的には後
述するように除熱構造体２５に具備された流路２６ｂ内の作動流体が加圧されると開閉弁
２４は図６（ａ）に矢印ｑで示した方向に動き、流路が開放される。一方、除熱構造体２
５に具備された流路２６ｃ内の作動流体が加圧されると開閉弁２４は図６（ａ）に矢印ｐ
で示した方向に動き、流路が閉鎖される。
  また、開閉弁２４のうち、スプレーノズル２３の開放端側には整流器７１が取り付けら
れている。図６（ｂ）には、図６（ａ）にＶＩｂ－ＶＩｂに沿った整流器７１の断面を示
した。図６（ｂ）からわかるように、整流器７１は流路断面における周方向に複数の整流
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孔７１ａが設けられている。開閉弁２４の流路が開放されている場合には、加圧水が整流
孔７１ａを流れることにより流れが整流され、更にその出側に設けられた絞り部７１ｂで
流れを縮流させることにより整流効果が促進される。これにより、スプレーノズル２３内
の加圧水の流れの変動が大幅に低減し、スプレーノズル２３から噴射される噴流の流量分
布をより一層均一化することができる。
  ここで、開閉弁２４は加圧水や作動流体の漏れを防止するため、その一部がスプレーノ
ズル２３の流路の内壁にシール材（例えば図６のシール材２４ａ）を介して密着している
。このシール材はシール性を高めるため、通常ゴム等の熱に弱い材料により構成されてい
ることが多い。
【００３５】
　本実施形態では、スプレーノズル２３に開閉弁２４を設ける例を説明したが必ずしも開
閉弁を設ける必要はない。ただし、上記したように、加圧水の噴射タイミング精度を向上
する観点からスプレーノズル２３ごとに開閉弁２４を設けることが好ましい。また、本実
施形態では、スプレーノズル２３の水噴射口付近で流路の開閉がなされるが、ヘッダとの
接続部側で開閉がなされる形態（この場合は開閉弁の上昇時に流路は閉鎖され、開閉弁の
加工時に流路が開放される）形態としてもよい。
【００３６】
　また、本実施形態では、開閉弁の動作が作動流体により行われる例を説明したが、用い
られる開閉弁の種類は特に限定されることはなく例えば電磁弁等を用いることもできる。
ただし、高温環境における動作の確実性の観点から、本実施形態のように電気的な回路を
具備していない機構的な構造を有する開閉弁であることが好ましい。
【００３７】
　除熱構造体２５は、スプレーノズル２３のうち上工程側及び／又は下工程側に取り付け
られた構造体であり、冷媒流路２６ａを備える冷却部材２６、及び耐熱カバー２７を備え
て構成されている。
  冷却部材２６は、図６（ａ）からわかるように、その内側に冷媒が流通する流路である
冷媒流路２６ａが設けられたブロック状の部材であり、その１つの面がスプレーノズル２
３の外面に接触するように配置されている。具体的な冷媒の流れについては後で説明する
。
  冷媒流路２６ａに流すべき冷媒は特に限定されることはないが、例えば水を流すことが
できる。冷媒を流すことにより、まず冷却部材２６自体が冷却され、スプレーノズル２３
との接触面を介して熱伝導によりスプレーノズル２３が冷却される。従って冷却部材２６
は熱伝導率が高い材料により構成されることが好ましく、これには銅、アルミニウム、銅
合金、アルミニウム合金等を挙げることができる。また耐久性を重視する場合は、冷却効
率はやや低下するがステンレス鋼等を用いてもよい。
【００３８】
　耐熱カバー２７は、冷却部材２６、およびスプレーノズル２３の側面ならびに先端側ま
での少なくとも一部を覆うように配置されるいわゆるカバー（被覆）部材である。これに
よりスプレーノズル２３および冷却部材２６が鋼板１やガイド板４１から受ける輻射熱を
低減させ、スプレーノズル２３への熱の影響をさらに抑えることができる。かかる観点か
ら耐熱カバーは強度、耐熱性が高く、熱伝導率が低い部材であることが好ましい。これに
は例えばステンレス鋼を挙げることができる。
【００３９】
　このような冷却部材２６および耐熱カバー２７は、不図示のクランプボルトを用いて、
図６（ａ）に示した配置となるようにスプレーノズル２３に固定される。その際にはスプ
レーノズル２３を上工程側および下工程側から挟み込む態様で取り付けられている。この
とき、スプレーノズル２３のうち冷却部材２６が配置された側とは反対側の面には、耐熱
カバー２７とスプレーノズル２３との間に耐熱カバー２７がクランプ時に変形しないよう
に補強するためのクランプ板２８およびセラミックボード等のように断熱性の高い材料に
より形成された断熱板２９が配置されることが好ましい。これにより、さらにスプレーノ
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ズル２３を構成する各部材の保護を図ることができる。
【００４０】
　本実施形態ではさらに冷却部材２６の内部に、スプレーノズル２３の開閉弁２４を開放
させる作動流体を供給するための流路２６ｂ、および開閉弁２４を閉鎖させる作動流体を
供給するための流路２６ｃを具備している。従ってこの流路２６ｂ、２６ｃは図６（ａ）
からわかるように、スプレーノズル２３の内側に連通するようにスプレーノズル２３側に
設けられた孔に重なるように配置される。作動流体としては特に限定されることはないが
例えば圧縮空気を用いることができる。
  ここで、スプレーノズル２３と冷却部材２６との接触面には作動流体流路を囲むように
シール材（Ｏリング）がはめ込まれ、作動流体が外部に漏れることを防止している。
【００４１】
　このような除熱構造体２５は、スプレーノズル２３ごとに取り付けられていてもよいが
、本実施形態のように複数のスプレーノズル２３に対して１つの除熱構造体２５が取り付
けられることが好ましい。すなわち、本実施形態では、図４からわかるように、第一制御
領域Ａ～第五制御領域Ｅに分けられ、それぞれの領域に１つの除熱構造体２５が設けられ
ている。それぞれの除熱構造体２５は、複数のスプレーノズル２３の各々が除熱構造体２
５に接するように配置されている。例えば第三制御領域Ｃ以外にはそれぞれ５つのスプレ
ーノズル２３が接している。一方、第三制御領域Ｃには多数のスプレーノズル２３が接し
ている。
  このように、複数のスプレーノズル２３を１つの除熱構造体２５で一括して保持するこ
とにより、各々のスプレーノズル２３の変形を所定の方向に拘束することができる。これ
により、各々のスプレーノズル２３の変形のばらつきを抑制し、均一冷却性の低下を最小
限に抑えることができる。また、複数のスプレーノズル２３が１つの除熱構造体２５に取
り付けられているほうが省スペースとする観点でも効率的な構造といえる。
【００４２】
　以上説明した上面側のノズルヘッダ２１は、図２からわかるように上工程側端の一部は
、熱間仕上圧延機列１１の最終スタンド１１ｇのハウジング１１ｇｈの内側に配置されて
いる。好ましくはワークロール１１ｇｗに近付け、他のスプレーノズル２３に比べ低い位
置に配置され、その噴射方向も鉛直よりもワークロール１１ｇｗ側に傾けられている。
  このように配置することで、熱間仕上圧延機列１１による圧延直後の鋼板１を急冷する
ことが可能になる。
【００４３】
　下面側のノズルヘッダ３１は、図２、図３からわかるように、パスラインの下方に配置
され、鋼板１の下面側に加圧水を供給する手段である。下面側のノズルヘッダ３１は、上
記した上面側のノズルヘッダ２１に対向して設けられ、加圧水の噴射方向が異なるが、そ
の個々の構成は上記した上面側のノズルヘッダ２１と同様である。
  ただし、鋼板１の下方には搬送ロール１２が配置されているので、下面のノズルヘッダ
３１は搬送ロール１２間から加圧水を鋼板１の下面側に噴射する態様となる。
【００４４】
　上面側のガイド板４１は、鋼板１が搬送されるパスラインと上面側のノズルヘッダ２１
との間に配置される板状の部材である。上面側のガイド板４１は鋼板１の先端、およびそ
れ以外の鋼板１の部位が上面側のノズルヘッダ２１に接触したり、引っかかったりするこ
とを防止する。より具体的には、ワークロール１１ｇｗの直近でパスラインから１００～
１５０ｍｍの高さとし、下工程側に向けて徐々に高くなるように１０°～２０°の傾きで
斜めに配置され、３００ｍｍ程度の高さに達した以降は、水切りロール１３の手前までほ
ぼ一定の高さで保たれている。
  上面側のガイド板４１にはスプレーノズル２３から噴射された加圧水が通過する孔が設
けられて、スプレーノズル２３から噴射された加圧水は当該孔を通過して鋼板１に達する
。また上面側のガイド板４１には排水を通過させる排水孔が設けられてもよい。
【００４５】
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　下面側のガイド板４２は、下面側のノズルヘッダ３１と鋼板１が搬送されるパスライン
との間に配置される板状の部材である。これにより、特に鋼板１を製造装置１０に通す際
に鋼板１の最先端がノズルヘッダ３１や搬送ロール１２に引っ掛かることを防止できる。
より具体的には、下面側のガイド板４２はパスラインから１０～２０ｍｍ下方に設置され
る。
  また、下面側のガイド板４２には下面側のノズルヘッダ３１からの加圧水の噴流を通過
させる流入孔が設けられている。これにより、下面側のノズルヘッダ３１からの加圧水噴
流が下面側のガイド板４２を通過して鋼板１の下面に達し、適切な冷却をすることが可能
となる。また下面側のガイド板４２には排水を通過させる排水孔が設けられてもよい。
  ここで下面側のガイド板４２は、ワークロール１１ｇｗと搬送ロール１２との間、２つ
の搬送ロール１２の間、および搬送ロール１２と水切りロール１３との間にそれぞれ配置
されている。
【００４６】
　以上のような製造装置１０の特にノズルヘッダ２１、３１の構成により、冷媒流路２６
ａを備える除熱構造体２５がスプレーノズル２３に接して配置されているので、冷媒によ
りスプレーノズル２３を効率よく冷却することができ、スプレーノズル２３を構成する各
部材を輻射熱から保護することが可能である。断熱カバー２７を備えることにより、さら
に輻射熱からの保護を効率よく行うことができる。これにより、鋼板等からの輻射熱に起
因して生じる、スプレーノズル２３の熱歪みによる変形が抑制され、均一な冷却が保たれ
る。そして、小さなスペースでスプレーノズル２３を継続的に冷却することが可能となる
。
【００４７】
　また、スプレーノズル２３に開閉弁２４を具備することで加圧水の応答性が向上し、冷
却の精度を高めることができる。そしてその際に問題となっていたスプレーノズル２３が
加熱されることによる不具合も除熱構造体２５により解消することが可能となる。具体的
には、除熱構造体２５による継続的な冷却により開閉弁２４周りのシール材やスプレーノ
ズルと作動流体流路との接続部のシール材の損傷を小さく抑え、加圧水の漏れや作動流体
の漏れを抑制することができる。
【００４８】
　次に、ノズルヘッダ２１、３１を用いた熱延鋼板の製造方法の例を説明する。ここでは
、１つの例示としてノズルヘッダ２１、３１およびこれを備える製造装置１０を用いた場
合について説明するが、必ずしもこれに限らず他の装置を用いて行われてもよい。
【００４９】
　上記した製造装置１０により、全体として例えば次のように鋼板の製造をおこなう。す
なわち、先行する鋼板１が巻き取り機により巻き取られ、その後、次の鋼板１の圧延が開
始される。
  当該次の鋼板１の先端が仕上圧延機列１１を通過し、鋼板１の先端がピンチロールを通
過した直後に鋼板１のピンチを開始する。これにより鋼板１に所定の張力が確立され、そ
の後定常領域の圧延が開始される。鋼板１は仕上圧延機列１１を逐次通過して所望の形状
および表面性状の鋼板１を得る。
  圧延された鋼板１は最終的に巻き取り機によりコイル状に巻き取られる。
【００５０】
　このような一連の熱間圧延において熱間仕上圧延機列１１の直後に冷却装置２０が配置
され、鋼板１に対してノズルヘッダ２１、３１から加圧水を噴射することにより鋼板１を
所望の温度となるように制御する。ノズルヘッダ２１、３１の基本的な動作は次の通りで
ある。ここではノズルヘッダ２１を例に説明する。
【００５１】
　スプレーノズル２３からは次のように加圧水が噴射される。すなわち、図６（ａ）に破
線で示したように、開閉弁２４の開放の姿勢でヘッダ２２の管内からスプレーノズル２３
の内側に加圧水が流れ込み、スプレーノズル２３の開放端から加圧水が鋼板１に向かって
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噴射される。一方、開閉弁２４が閉鎖の姿勢（図６（ａ）において開閉弁２４が下降した
姿勢）では、加圧水の流路が閉鎖され、スプレーノズル２３からの加圧水の噴射が禁止さ
れる。
【００５２】
　除熱構造体２５の冷却部材２６によるスプレーノズル２３の冷却は、冷却部材２６の冷
媒流路２６ａに冷媒が流れることにより行われる。図７に模式図を示した。図７は図５と
同じ視点による図である。図７からわかるように冷媒流路２６ａは、鉛直方向にジグザグ
に蛇行しつつ板幅方向に連続する形態を有する。従って冷媒は冷媒流路２６ａ内をスプレ
ーノズル２３の熱を奪いながら流れる。冷媒は１つのヘッダ２２について、分割された第
一制御領域Ａから第五制御領域Ｅの除熱構造体２５までを通して流れ、１つのヘッダ２２
全体の除熱構造体２５をまとめて冷却することが可能となっている。
  冷媒流路２６ａは、このようにジグザグに蛇行した流路とすることにより熱交換に供す
る伝熱面積を増加させることができ、効率のよいスプレーノズル２３の冷却が可能となる
。
  以上のように冷媒を流すことにより、スプレーノズル２３に含まれる各部位の熱による
変形や損傷を防止することができる。鋼板１等からの輻射熱に起因して生じる、スプレー
ノズル２３の熱歪みによる変形が抑制され、均一な冷却が保たれる。また開閉弁２４に対
しては、該開閉弁２４周りのシール材やスプレーノズルと作動流体流路との接続部のシー
ル材の損傷を小さく抑え、加圧水の漏れや作動流体の漏れを抑制することができる。
【００５３】
　開閉弁２４の開閉は、除熱構造体２５の流路２６ｂ、２６ｃに作動流体が流れることに
より行われる。図８に説明のための図を示した。図８は図７を矢印ＶＩＩＩ方向から見た
図である。また図８には、隣接するノズルヘッダ２１も併せて示している。図８からわか
るように、開閉弁２４の作動流体については除熱構造体２５の分割した制御領域毎に作動
流体の供給を制御可能とし、除熱構造体２５に弁開用の流路２６ｂと弁閉用の流路２６ｃ
とを独立させている。従って、弁開用の流路２６ｂ内を加圧し、作動流体を押し込めば図
６（ａ）からわかるように開閉弁２４は矢印ｑの方向に移動し開放の姿勢となる。その際
には弁閉用の流路２６ｃの作動流体は押し出されるように移動する。開閉弁２４を閉鎖さ
せるときには逆に流路２６ｃ内を加圧すればよい。
  また、本実施形態では、隣り合うノズルヘッダ２１、２１間の同じ制御領域では作動流
体の流路が接続され、一括して制御可能としている。これにより、本実施形態ではスプレ
ーノズルの噴射の開始／停止を板幅方向に５分割した制御単位で、かつ複数個のノズルヘ
ッダをまとめて制御可能となる。従って、たとえば狭い幅の鋼材を急冷する場合に、板幅
方向外側のスプレーノズル噴射を停止し、加圧水の使用量（ポンプの消費電力）を節約す
ることが可能となる。なおまとめて制御を行うヘッダ数は２個でも良く、また必要に応じ
て３個以上としても良い。
【００５４】
　以上のようなノズルヘッダにより、例えば微細粒鋼を製造する際には、冷却装置２０に
具備されたスプレーノズルを全て用いることで急冷を行う。ここで急冷は加圧水の水量密
度が１０ｍ３／（ｍ２・ｍｉｎ）以上であることが好ましい。
  一方、通常材を製造する際には、冷却装置２０を全く使用しないか、または、必要なノ
ズルヘッダのみを用いて加圧水を噴射し、必要のないスプレーノズルは開閉弁を閉じるこ
とにより噴射を禁止すればよい。その際には使用していないスプレーノズル２３に対して
除熱構造体２５に冷媒を流すことにより、使用していないスプレーノズル２３の温度上昇
を抑え、スプレーノズル２３に含まれる構成部材を熱から保護することができる。
【００５５】
　図９は他の例のノズルヘッダ２１’を示した図である。図９は図６と同じ視点による図
である。
  本例のノズルヘッダ２１’は除熱構造体２５の代わりに除熱構造体２５’を備えている
点が異なる。除熱構造体２５’では、冷媒流路２６ａ’を形成する壁面の１つがスプレー
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ノズル２３の外面である。これにより、冷媒がスプレーノズル２３の外面に直接接触して
いるので、スプレーノズル２３をより効率的に冷却することが可能である。
【００５６】
　上記説明した実施形態では、除熱構造体が全てのノズルヘッダに具備されていることを
例に説明したが、必ずしもこれに限らず、一部のノズルヘッダについて除熱構造体を備え
ていてもよい。その際には、加圧水の噴射が禁止されたときに鋼板およびガイド板からの
熱の影響が大きい部位に備えることが好ましく、これにはたとえば仕上圧延機の最終スタ
ンドの内側に配置されたノズルヘッダを挙げることができる。その他、上側のノズルヘッ
ダのみ、下側のノズルヘッダのみに除熱構造体を備える形態でもよい。
【００５７】
　上記したノズルヘッダおよび冷却装置は、熱延鋼板製造ラインにおける鋼板の冷却装置
用、特に急冷装置として有用である。これ以外にも、たとえば冷却を主要な目的としてい
ない熱延鋼板のデスケーリング装置（用）としての適用も考えられる。
【実施例】
【００５８】
　（実施例１）
  実施例１では、本発明例として上記除熱構造体２５を用いたときにスプレーノズルの熱
膨張による変形が抑えられることについてシミュレーションにより計算した。対象とした
のは、合計２１個のスプレーノズルを１個の除熱構造体で一括して保持したノズルヘッダ
のモデルである。当該ノズルヘッダのモデルについて、除熱構造体の内部を冷却した場合
（冷媒流路に冷却水を通した場合を想定し、除熱構造体（冷却部材）の温度を８０℃と仮
定）にスプレーノズルに生じる熱膨張による変形量を演算した。また比較例として除熱構
造体を取り付けなかったモデル（除熱構造体（冷却部材）の温度を２００℃と仮定）につ
いても熱膨張による変形量を演算した。
【００５９】
　なお、ヘッダの温度は内部に溜まっている加圧水および給水管を介しての抜熱により、
温度４０℃で一定に保たれていると仮定した。図１０および表１に、計算の前提条件およ
び計算結果を併せて示す。
【００６０】
【表１】
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【００６１】
　表１からわかるように、スプレーノズルが２００℃に過熱されると、除熱構造体中心の
スプレーノズルと最端部のスプレーノズルの間隔は熱膨張がない場合に比べて１．７３ｍ
ｍも広がってしまう。これに対し内部冷却を行った場合は、除熱構造体中心のスプレーノ
ズルと最端部のスプレーノズルの間隔の広がり量も０．４３ｍｍに抑えられる。
【００６２】
　さらに、スプレーノズルの根元が固定されているヘッダが熱膨張しないため、スプレー
ノズルは熱膨張で板幅方向外側に広がるように傾斜する。従って、パスライン上での噴流
衝突中心位置の間隔は、内部冷却の無い場合は７．６０ｍｍに広がってしまう。これに対
して内部冷却を行うことにより１．９０ｍｍに当該広がり量を抑えることが可能となる。
【００６３】
　（実施例２）
　実施例２では、図１～図５に示す製造装置で通常材を連続圧延した。すなわち、実施例
２では、冷却装置２０は使用しなかった。ただし、先行する鋼板の圧延終了から後行の鋼
板の圧延開始までの約１０秒間、加圧水を噴射してスプレーノズルを冷却した。このとき
における、ワークロール直近の上面側のガイド板（仕上圧延機のハウジング内に配置され
ている部位。）に取り付けられたスプレーノズルの温度（温度上昇が飽和してほぼ一定に
なった時点の温度）を測定した。表２に条件を示し、その結果を図１１に表した。表２で
、Ｎｏ．２－２は図６（ａ）、図６（ｂ）に示す構造であり、Ｎｏ．２－１はそこから耐
熱カバー２７を除いた構造、Ｎｏ．２－３は除熱構造体ごと除いた構造である。図１１で
「○」は除熱構造体の内部の温度を表し、「△」はスプレーノズル内部の温度を表してい
る。
【００６４】
【表２】

【００６５】
　Ｎｏ．２－３の比較例（従来の例）の場合は、スプレーノズル内部の温度が約２５０℃
にも達し、数日間使用しただけで開閉弁内部のシール材が熱で硬化して本来の弾力性が失
われ、開閉弁を閉めた場合でも水漏れが生じるようになった。また作動流体配管のスプレ
ーノズルへの取り付け部でも同様にシール材が劣化し、作動流体（エアー）漏れが頻繁に
発生した。
  一方、Ｎｏ．２－１の例は、スプレーノズル及び除熱構造体の内部ともに１００℃以下
に保たれた。実際、３カ月間使用後の点検でもスプレーノズル開閉弁及び作動流体流路の
接合部の全てにおいて漏れの発生は見つからなかった。Ｎｏ．２－２のように、耐熱カバ
ーの内側に断熱板を貼り付けたノズルヘッダでは、さらに１０℃～２０℃程度温度を低下
できることが確認できた。
【００６６】
　（実施例３）
  実施例３では、実施例２のＮｏ．２－２およびＮｏ．２－３のノズルヘッダを用い、直
後急冷条件で熱延鋼板を直後急冷したときの鋼板温度偏差の経時的な推移を調査した。こ
こで「鋼板温度偏差」は、水切りロール１３の後方に設置した板幅方向の温度分布を測定
可能な温度計を用いて測定した急冷停止後の鋼板上面の幅方向温度分布において、先後端
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０ｍｍまでの範囲を除いた中央部分の標準偏差である。当該標準偏差は、各時期のデータ
収集開始から約１カ月間に直後急冷を適用した全鋼板の平均値として算出した。
  なお、調査期間中には、直後急冷による鋼材だけが製造されたわけでなく、通常材の連
続圧延（その際スプレーノズルの冷却については、実施例２と同様）の時間帯も頻繁に含
まれていた。調査した結果を図１２に示す。図１２において「△」がＮｏ．２－３の例（
比較例）、「○」がＮｏ．２－２の例（本発明例）である。
【００６７】
　図１２からわかるように、Ｎｏ．２－２のノズルヘッダを用いた場合は、６カ月後も冷
却均一性の悪化は殆ど見られなかった。これは実施例２で示されるように、スプレーノズ
ルおよび除熱構造体が常時１００℃以下に保たれているため、熱歪みによる塑性変形がほ
とんど生じなかったためと考えられる。
  これに対し、Ｎｏ．２－３のノズルヘッダの場合は、初期の設定状態から変化して鋼板
温度偏差が増大していった。使用期間を経るとともに、鋼板やガイド板からの輻射熱によ
る加熱とスプレーノズル噴射による冷却の繰返しにより、ヘッダやスプレーノズルが塑性
変形してスプレーノズルの取付け角度が変動したものと考えられる。これに加えて、Ｎｏ
．２－３の例では、輻射熱により作動流体配管の取り付け部及び開閉弁のシール材が損傷
し、頻繁に作動流体の漏れや開閉弁からの水漏れが発生した。その都度、シール材を交換
して対応したものの、もともと多数の配管を狭い空間に配置した構造のため、作動流体配
管の取り付け部のシール材の交換に時間を要し、圧延機の稼働時間減少による鋼板の生産
量が低下した。
【符号の説明】
【００６８】
　　１　鋼板
　　１０　製造装置
　　１１　仕上げ圧延機列
　　１２　搬送ロール
　　１３　水切りロール
　　２０　冷却装置
　　２１　上面側のノズルヘッダ
　　２２　ヘッダ
　　２３　スプレーノズル
　　２４　開閉弁
　　２５　除熱構造体
　　３１　下面側のノズルヘッダ



(14) JP 5878446 B2 2016.3.8

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(15) JP 5878446 B2 2016.3.8

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(16) JP 5878446 B2 2016.3.8

【図１０】 【図１１】

【図１２】



(17) JP 5878446 B2 2016.3.8

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  原口　洋一
            大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番３３号　住友金属工業株式会社内
(72)発明者  阪本　浩一
            大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番３３号　住友金属工業株式会社内
(72)発明者  江藤　学
            大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番３３号　住友金属工業株式会社内
(72)発明者  池本　裕二
            広島県広島市西区観音新町４丁目６番２２号　三菱日立製鉄機械株式会社　広島事業所内
(72)発明者  堀井　健治
            広島県広島市西区観音新町４丁目６番２２号　三菱日立製鉄機械株式会社　広島事業所内

    審査官  井上　由美子

(56)参考文献  実開昭５４－１８１３１４（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭５７－０３９６６０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００８－２６４５９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０３５２３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５９－０７６６１６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２１Ｂ　　４５／０２　　　　
              Ｂ２１Ｂ　　　１／２６　　　　
              Ｂ０５Ｂ　　　１／３２
              Ｃ２１Ｄ　　　１／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

